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出願前に必ず御一読ください。  

 

令和８年度教職科目等履修生 留意事項 

【教職課程認定の無い大学等卒業者用（卒業見込者含む）】 

 

※前提：中学校一種・高等学校一種教員免許取得希望であり，教育職員免許法施行規則第

６６条の６科目のみ前歴校で認定可能な場合 

 

１ 免許取得まで係る想定年数及び取得単位数等 

（１）免許取得までにかかる年数：最短３年間（※以下２「教育実習実施要件」に係る単位を

２年間で満たし，最後の１年で教育実習を実施） 

（２）免許取得に必要な本学部での総修得単位数：７２単位 

（中一種免のみ：６４単位，高一種免のみ：６４単位） 

（内訳）教育の基礎的理解に関する科目等･･･３６単位（教科教育法８単位を含む） 

教科に関する専門的事項･･･････････ ３６単位 

   ※上記は保健体育の免許教科の場合となる。 

 

２ 教育実習実施要件 

（１）教育実習実施前年度末までに本学部で定める教育実習要件を満たしていること。 

a. 教育実習実施年度末に免許取得見込であること。 

b.「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち，取得希望教科（同一教科）の教科教

育法 4単位を含む 24単位以上修得済みであること。 

c. 教育の基礎的理解に関する科目等（教科及び教科の指導法に関する科目を除く）か

ら合計 19単位以上修得済みであること。 

d. 第 3回～第 13回教育実習事前・事後指導（教育実習直前指導）を受講し合格してい

ること。 

   ※b.～d.は教育実習前年度末までに満たしていること。 

（２）教育実習先を自己確保していること。 

※教育実習実施要件を満たすには，単位修得の関係上，最低でも２年を要する。 

 

３ 介護等体験実施要件（※中一種免取得希望の場合は以下（１）（２）必須） 

（１）２日間・特別支援学校  原則，科目等履修生１年目は体験申込不可。 

（２）５日間・社会福祉施設  原則，科目等履修生１年目は体験申込不可。 

 

４ その他 

（１）本学部科目等履修生は，本学部での資格取得を目的として募集をしているため，他大学

等（本学通信教育部を含む）での同時履修は認めない。 

（２）保健体育の教員免許取得希望者については，多数の志願者がある場合は，選考のうえ 

不合格となる場合がある。 


